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第 10回 沼津市災害ボランティアコーディネーター協会 通常総会 議事録 

 

開催日時 平成 27年 4月 5日（日） 10:00～12:00 

開催場所 サンウェルぬまづ 2階 大会議室 

出 席 者  

来賓 4名 （出席者 沼津市危機管理課 2名、社会福祉協議会 2名） 

（ご出席） 沼津市危機管理課 危機管理監 望月利通 様 

沼津市危機管理課     主任 諸星大輔 様 

沼津市社会福祉協議会  主事 横山 碧 様 

出席者 26名＋（委任状提出者 35名） 

議 題 第 10回 沼津市災害ボランティアコーディネーター協会 通常総会 

司 会 蜂谷宏和                                   （以下 敬称略） 

議 長 武田幸久 

配布資料 
『第 10回 通常総会資料』、『沼津市災害ボランティアコーディネーター協会規約』 

『会報 2015年 3月号』 

書 記 高良綾乃 

・開会の辞 副会長 渡辺由勝 

・出席人数の確認 

  会員数 74名に対し、主席者 26名、委任状提出者 35名よって、第 6条の２の定足数の過半数を満たします 

  ので、総会は成立します。 

・会長挨拶 会長 岩崎勝稔 

  小山町にて土砂災害が発生した際、ボランティア本部を設置するにあたり、当初は公共施設の 2階部分を 

使用していましたが、どうしても無理があるということで、1階部分に移動するということがありました。このように、 

ボランティア本部を設置する際には、ボランティアの行動パターンや本部運営の効率等を重視する必要が 

あります。沼津市においても、現行案の本部設置場所は課題が多いと懸念されるため、今後も新案の検討が 

求められます。 

・来賓の挨拶 

 沼津市危機管理課 望月危機管理監 

日頃より、ボランティア活動に従事してくださり、有難うございます。昨年、台風 18号の際には、市に災害対策 

本部が設置され、避難勧告が出されました。社協主催の災害ボランティアコーディネーター養成講座の受講 

生が、過去 323人おられると聞きますが、実際に、協会に所属する人数はまだ 79名とやや少ないので、是非、 

今後ともメンバー増員にむけて、頑張って頂きたい。行政にできることは決められていますので、ボランティア 

の力が必要です。みなさまは、ご自分が被災することのないように、よろしくお願いします。 

沼津市危機管理課 諸星主任 

昨年の活動では、8月の運営訓練、養成講座、フォローアップ講座などで、みなさまの真剣な姿が印象に残 

っています。拝見しておりますと、いつも同じ顔触れというのが気になります。みなさまの努力が無駄にならな 

いよう、市として協力できることを考えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

沼津市社会福祉協議会 佐野会長（代読 横山様） 

昨年に引き続き、災害ボランティアの担当をいたしますので、よろしくお願いします。佐野のご挨拶を代読いた 

します。日頃より、ボランティア活動にご理解、ご協力ありがとうございます。昨年の、静岡市清水区に災害ボラ 

ンティアセンターが設置された折には、貴協会も活動に参加されたと聞いております。 

沼津市が災害にみまわれた際には、社協と行政との連携をはかり、ボランティアのみなさんのお力を借りたい 

と思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 
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議案内容 
議案内容は、下記の通りです。各議案内容については、添付資料を参照 

なお、議事録記載の「Q」は質問事項、「O」は意見、「A」は回答、「P」はページを示します。 

第 1号議案 

平成 26年度事業報告（P２） 

岩崎会長より、平成 26年度の事業報告があり、承認されました。 

Qなし 

平成 26年度決算報告（P３） 

庄司会計より決算報告があり、質疑・応答の後、承認されました。 

厚美会計監査より会計監査報告がありました。 

<Q1> 事務費が 15万円の予算に対して、決算は 3万強。そもそもの予算が高額な印象 

を受けますが、当初購入予定でキャンセルになったものなどがあるのであれば、教 

えて下さい。 

<A1> 特にありませんでした。 

 

<Q2> 養成講座謝礼金が少ないです。なぜでしょうか。 

<A2> 昨年は、サポートスタッフではなく「受講生」とみなされたため、サポート謝礼金は 

なく、交通費のみが支給されました。 

 

<Q3> 養成講座への要請自体は、サポートスタッフですか、受講生ですか。 

<A3> 受講生でした。 

第 2号議案 

沼津市ボランティアコーディネーター協会 規約改正（P４～６） 
事務局より規約改正案報告があり、質疑・応答の後、承認されました。 

＜改正箇所＞ 
第 5条 役員 １） 
第 15条 物品購入 １）  
第 16条 必要経費の支給 １）、２） 
第 17条 会員名簿の扱い  
第 18条 災害発生時の指揮系統 
附則 ３） 
附則 ７） 
※詳細については、『第 10回通常総会資料』P４～６参照 

 
 <Q4> 組織図がわかりにくいです。 
 <A4> 改善します。 
 
 <Q5> 第 5条役員について。「会計」は総務内の係になるとの話でしたか、それでも役員 

でしょうか。 
<A5> 会計を総務の外部に設置する方向で、再検討します。 
 
<Q6> 第 15条のルールが細かすぎます。役員会への提出は不要と思われます。 
<A6> 実際に 1万円以上の購入品は少なく、実務に支障はないと思われます。 
 
<Q7> 選考委員会についての説明が規約にないのは、不備ではないでしょうか？ 
<A7> 再度見直し、プロジェクトチームとして設置します。 
 
<Q8> 第 16条の必要経費は、役員会に「提案」ですか、「提出」ですか。  
<A8> 「提案」です。役員会で検討します。 
 
<Q9> 附則７） の会計は、総務の外部に設置するのであれば、係の項目から削除す 

べきではないでしょうか？ 
<A9> その通りです。修正します。 
 
<Q10> 第 3条、第 5条の「役員は」とは、誰のことを指すのでしょうか。「会長」のことで 

しょうか？ 
<O10> そもそも「役員会」についての規定が記載されていないのが、不明瞭の原因です。 

職務規定とあわせて、規定を加えるべきです。 
<A10> この件を含め、規約全体を見直す「プロジェクトチーム」を設置して、対応したいと 

思います。次回の定例会にスケジュールを報告します。 
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第３号議案 

沼津市ボランティアコーディネーター協会 新役員（P７） 

選考委員会より新役員について報告があり、質疑・応答の後、承認されました。 

新役員案 

平成２７年度の役員は下記の通りです。 

○会長     石田真 

〇顧問     真木恵美男・岩崎勝稔 

○副会長    蜂谷宏和・高良綾乃・田中功・福島治男 

○会計     （正）庄司加代子 （副）大野登志子 

○監査     真木恵美男・厚見秀人 

〇総務     （正）蜂谷宏和（副）富田恒雄 

〇研修委員会  （正）田中功 （副）高良綾乃 

〇災害対策委員会（正）高良綾乃（副）厚見秀人 

〇情報委員会    （正）福島治男（副）武田幸久 

 

<Q11> 副会長は 4人も必要でしょうか 

<Q12> 各委員長がすなわち副会長となっているようですが、何故でしょうか。 

<A11・A12> 従来は、副会長は、地域ごとに選んでいました。しかし、今後は、各委員 

会を責任もって運営するのをめざし、委員長を副会長としました。 

 

<Q13> 各「係」の人数の設定は？ 

<A13> 未定ですが、まずは各自の希望を優先したいと考えます。 

 

<Q14> 一部、委員長と別の委員会の副委員長を兼任している例がありますが、理由 

は？ 

<A14> 災害対策委員会が定める年間テーマと、研修委員会が担当する 8月の訓練は 

大変関連が強いので、昨年に引き続き兼任するスタイルをとりました。また、別の方へ 

依頼を打診したが、承諾が得られなかったのも理由の一つです。 

 

第４号議案 

平成２７年度 事業計画（P８） 

石田会長より、平成 2７年度の事業計画が報告され、承認されました。 

本年度事業計画案 

※一部、日程の紹介あり。 

〇養成講座（6/27・28） 

〇災害ボランティア本部運営訓練（8/9）  

〇沼津市総合防災訓練（8/30） 

〇沼津市津波避難訓練（3/6） 

Qなし 

 

第５号議案 

平成２７年度 予算（P９） 

庄司会計より、平成 2７年度の予算が報告され、承認されました。 

Qなし 

 

その他 

<Q15> 規約第 3条４）の「別途定める基本方針」とはどれのことでしょうか。 

<A15> それもあわせて、見直しをします。 

 

<その他> 副会長の優先順位は、「蜂谷」＞「高良」＞「田中」＞「福島」の順です。 

 

 

以 上  

 

 


